
平成１９年度 第２回図書館協議会 会議録 
 
１ 開催日時 平成２０年２月２９日（金）午前１０時～午後０時１８分 
２ 開催場所 宇都宮市立東図書館 集会室 
３ 出席委員 ９名 

佐々木委員，設樂委員，奥田委員，平野委員，吉澤委員，小川範子委員，

麦倉委員，山田委員，小川久美子委員 
４ 会議の公開・非公開の別 公開 
５ 傍 聴 者 なし 
６ 議事 
⑴ 報告事項 

  ア 図書館新システムについて 
  イ 図書館利用者アンケート調査結果について 

ウ （仮称）第 3 図書館について 
⑵ 協議事項 

   （仮称)宇都宮市図書館機能・サービス向上計画(素案)について                  

⑶ 委員提案事項 
⑷ その他 

  ・委員提案事項について報告 
７ 閉会 
８ 発言の要旨 

佐々木会長  皆様には，大変お忙しい中，ご出席をいただきましてありがとうござ

います。図書館協議会の委員として，図書館の運営や図書館サービスに

係わるようになりましてから，市民生活の中で，図書館の果たす役割が

非常に重要なものであると改めて認識しております。近い将来５館体制

になる宇都宮市の図書館におきましては，提供するサービスについても

大きな変革の時期が来ていると実感しております。本日の議題も，正に

図書館サービスについて協議することになります。このようなときこそ，

他の機関との連携，市民や大学など専門の研究者の意見を図書館運営に

取入れることが必要と考えております。 
本日は，協議事項として（仮称)宇都宮市図書館機能・サービス向上計

画(素案)を予定しています。皆様から忌憚のない意見をいただきたいと考

えております。 
それでは，報告事項に入ります。報告事項アの「図書館新システムに

ついて」を事務局から報告願います。 
事務局    「図書館新システムについて」報告する。 
委員一同   （了承） 
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佐々木会長  次に，報告事項イの「図書館利用者アンケート調査結果について」を

事務局から報告願います。 
事務局    「図書館利用者アンケート調査結果について」を報告する。 
山田委員   「図書館サービスについての自由意見」の中で「ＣＤ，ビデオなどの

予約がネットからできるようにしてほしい。」とあるが，現状を伺いたい。 
事務局    ＣＤやビデオなどの視聴覚資料については，利用者に予約カードを図

書館カウンターに出していただくか，またはファックスで受付けていま

す。システム更新後は，視聴覚資料も本と同じようにインターネットか

ら予約ができます。 
平野委員   目的別満足度の中で，職員の対応に「満足」と「やや満足」を合わせ

て９３.３％の評価である。以前に，図書館に資料の問合せをしたところ，

国立図書館に資料があることが短時間でわかり行き届いたサービスに感

心した。職員の対応などソフト面の充実が重要だと思う。。 
「本を読むための椅子と机を増やしてほしい。」という要望について，

新しい図書館には読み易い椅子と机が設置されると思うが，図書館別の

集計はあるか。 
事務局    各図書館の集計はありませんが，市立図書館は各階の閲覧用の椅子な

どが少なく，他の図書館よりは要望が多いと予想されます。アンケート

結果を参考に，館内環境の改善に努めます。 
佐々木会長  次に，報告事項ウの「（仮称）第３図書館について」を事務局から報告

願います。 
事務局    「（仮称）第３図書館について」を報告する。 
委員一同   （了承） 
佐々木会長  次に，協議事項に入ります。 

協議事項の「（仮称)宇都宮市図書館機能・サービス向上計画(素案)につ

いて」を議題とします。 
事務局    「（仮称)宇都宮市図書館機能・サービス向上計画(素案)について」を説

明する。 
佐々木会長  （仮称)宇都宮市図書館機能・サービス向上計画(素案)について説明が

ありましたが，範囲が広く複雑な内容のため，先ず現状と課題と基本的

な考え方を，次に組織体制の明確化を，最後に具体的施策・事業にわけ

て協議を進めます。 
山田委員   学校への支援が不足しているということだが，今後，図書の購入や充

実のためどのように連携をしていくのか。また，図書の購入や選定にあ

たっての基本的考え方はあるのか。 
事務局    学校との連携については，学校教育課と連携し調べ学習のテーマに沿

った図書を購入しているほか，学校で使用する教科書を揃え図書購入の
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参考にしています。今後も，学校と図書館の連携体制を強化し，学校の

要望に沿った図書を充実する計画です。 
         図書は，図書館資料収集方針に基づき選定し購入していますが，来年

度改定をする予定です。 
山田委員   図書の選定にあたっては，学校と密接に連携してほしい。 

新規購入図書について情報開示はできるか。 
事務局    新規購入図書は，新着図書として図書館ホームページで公開していま

す。新着資料案内は過去２か月間購入分について，受入冊数等も図書館

ホームページで公開しています。システム更新後は，図書館内に設置す

る利用者用端末でも，閲覧が可能になります。 
小川委員   文部科学省は学校の図書購入費に重点を置いているが，交付税相当額

が図書費として使ってほしい。 
事務局    文部科学省は，「学校図書館図書整備５カ年計画」により学校の図書購

入費に重点をおいています。宇都宮市では，学校図書館図書購入費とし

て確保しています。 
佐々木会長  続いて，組織体制の明確化について協議を進めたいと思います。サー

ビス提供体制として中央館体制を確立すること，第３図書館を含め４図

書館を地域館として位置付け，各図書館の特色あるサービスを推進する

ことについて，ご意見をいただきます。 
平野委員   中央館体制を確立し，市立図書館以外の図書館を地域館として位置付

けるということであるが，新しい名称や館名は機能に基づいた名称を考

えて欲しい。 
事務局    検討します。 
小川委員   第３図書館は子どもと学校支援を特色にしているが，支援の範囲はど

の程度までなのか。子どもの本連絡会はボランティアとして学校訪問に

係わっているが，現在実施している事業は市立図書館などの担当館に残

すのか，または学校支援として全て第３図書館に移動するのか伺いたい。

今活動しているボランティアの活動拠点を簡単に移せるものではなく，

ボランティア団体が分断される恐れもある。また，新しいボランティア

は簡単に育成できないし，即戦力にはならない。 
事務局    学校訪問はボランティアの皆様のご協力により，全国にも誇れる実施

状況です。児童サービスの体制やボランティアの皆様との連携など具体

的なことにつきましては，今後検討してまいります。 
山田委員   上河内図書館と河内図書館は地域館としての位置付けであるが，これ

らの図書館は地域館としての位置付けでよいのか。また，それぞれの図

書館に特色を持たせる計画だが，河内図書館については地域資料の収集

よりも複製画の貸出が上位ではないか。 
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事務局    上河内図書館と河内図書館については，これまで地域で果たしてきた

役割を踏まえ，レファレンス業務などの図書館の基本的サービスを提供

する地域館として運営していきます。 
各図書館は基本的サービスを実施したうえで，さらに各図書館の特色

のあるサービスを実施していきますが，上河内図書館と河内図書館は，

これまで量的，質的に優れた地域資料を収集しており，さらに地域の情

報拠点を目指して地域資料の充実を特色としましたので，ご理解くださ

い。上河内図書館と河内図書館でぜひ取組むべき特色等ありましたら，

ご意見をいただきたいと思います。 
山田委員   地域館として，地域特性以外のものを見つけ出す努力が必要ではない

か。 
事務局    上河内と河内図書館の機能を強化し，今後，知恵を出し合い地域に喜

ばれる図書館を目指します。 
佐々木会長  資料２３頁の図で館外奉仕グループは，生涯学習センター等と関連し

ていることは理解したが，第３図書館の下から出ている波線は，学校図

書館を支援していくのか，あるいは地域館４館が学校図書館の支援をし

ていくのか。 
事務局    館外奉仕グループと生涯学習センター等との支援の関係と，第３図書

館と学校図書館との支援業務の違いを表示したものです。第３図書館を

拠点として学校図書館を支援する計画です。 
佐々木会長  次に，具体的施策と事業について協議を進めます。 
小川(久)委員 学校図書館との連携について伺いたい。鹿沼の例であるが，学校が配っ

た夏休みの課題図書が絶版のため図書館になく，宇都宮市の図書館ホー

ムページで検索したところ上河内図書館にあったという話を聞いた。 
         学校が推薦図書とする場合には，図書館が所蔵しているか確認したり，

図書館から今子ども達に読まれている本を推薦できるような連携が必要

と思う。 
事務局    全国の課題図書や栃木県の推薦図書の情報を知ったときには，図書を

購入し対応しております。学校が個別に推薦する図書は把握しておりま

せんが，学校が要望する本や児童が読みたい本は，学校希望図書で貸出

をしております。 
山田委員   ＩＣＴに関連して，最近はスキャナーで読んでＰＤＦファイルに保存

する機器があるが，図書のコピーサービスの他に電子データで渡せるサ

ービスを検討できないか。また，多数の市民が来館する施設として，防

犯体制のうち避難場所はどのようになっているのか。 
事務局    図書館資料のコピーサービスは，著作権法の範囲内でサービスを行っ

ています。資料の２分の１の以下範囲が認められていますが，写真や絵
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画は複製が禁止されるなど厳しい規定があります。現在は，利用者が申

請書を書き，コピー後職員が確認することにより著作権法を遵守してい

ます。電子データに取込むことになりますと確認が困難になりますので，

慎重な判断が必要です。 
         市立図書館では，隣接の明保野公園が避難場所として指定されていま

す。他の図書館についても近隣に避難場所があります。 
山田委員   計画では持込パソコンが可能になるが，パソコンと一緒に持運べるス

キャナーで本の内容を読み取ることができる。スキャナーの取扱いにつ

いて整理してほしい。 
佐々木会長  このことについては，検討してください。 
小川(久)委員  ネットワークを活用したサービスでは，新たなサービスとして新着本

の配信があるが，貸出ランキング情報も入れてほしい。 
事務局    現在，図書館ホームぺージで予約の多い本２０冊を配信していますが， 

        システム更新後は，よく読まれている本の情報やいろいろなテーマに沿

った本のリストなどの情報を提供します。 
麦倉委員   行政では前期高齢者，後期高齢者と区分けされているが，図書館サー

ビスにおける高齢者と障がい者の区分について伺いたい。資料３８頁の

高齢者に配慮したサービスの充実で高齢者を対象とした講座を開催する

とのことだが，参加希望者に年齢制限を設けるのか伺いたい。 
事務局    図書館サービスでは，年齢制限はしておりません。高齢者を対象とし

た講座でも，どなたでも参加できます。障がい者サービスは，障害者手

帳をお持ちの方と要介護認定者の方へのサービスを提供しています。 
麦倉委員   視覚障がい者サービスは市立図書館が中心となり実施する計画だが，

他の図書館から利用申込みは可能か。地域福祉の観点から，より身近な

所で利用できるとよい。 
事務局    市立図書館以外の図書館でも申込を受付けています。 
平野委員   視聴覚サービスの充実について，映画上映会の実施状況を伺いたい。 
事務局    視聴覚ライブラリーが名画鑑賞会を実施し，毎回盛況で市民から喜ば

れています。平成１８年度からはジャズコンサートを実施しています。 
小川(範)委員  (仮称)第３図書館の整備について，民営化案はどのようになっているの

か。 
事務局    計画では，サービスを提供するにあたっての効果的効率的な管理運営

を検討するものとして，民間活力の導入可能性を検討します。 
小川(範)委員  図書館の組織運営能力を向上させるため，市立図書館を中央図書館と

し４館を地域館とする計画だが，検討の結果いずれかの図書館が民営化

された場合，運営体制が違うことにより組織が十分機能するか疑問であ

る。図書館の運営は，公営が最良と考える。 
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奥田委員   著名な作家の講演会を開催してほしい。以前，子どもが有名な作家の

講演会を聞いて大変喜んでいました。 
事務局    市立図書館では以前に著名な作家の講演会を開催していましたが，最

近は作家の研究者に講演を依頼し，市民の皆さんがより深く作品を読ん

でいただけるような読書推進講座を実施しています。 
平成１８年度からは，図書館が地域の情報拠点としての役割を担う意

味から暮らしに役立つ講演会を開催していますが，サービス計画に基づ

き知識と情報を提供できるよう企画運営していきたいと考えます。 
小川(範)委員  子ども関係の事業として，うつのみやこども賞の受彰記念講演会や子

どもと子どもの本をつなぐ講座は，来年度も開催されますか。 
事務局    子ども関係の講座として，うつのみやこども賞の受賞記念講演会と子

どもと子どもの本をつなぐ講座を開催する予定です。 
小川(範)委員 「子ども読書活動の推進に関する法律」が平成１３年に制定され，文部

科学省の第２次改定案が公表されたが，第２次改定後，素案に影響はで

るのか。第２次改定により必要な事業があれば計画に取り入れてほしい。 
事務局    基本的に素案を変更しませんが，計画は来年度の策定を予定していま

すので，個々の事業で時期が間にあえば取り組みを検討します。 
佐々木会長  （仮称)宇都宮市図書館機能・サービス向上計画(素案)について協議し

てきましたが，時間の都合もありますので協議を終了します。ご意見あ

りましたら，図書館協議会として意見を集約しますので，市立図書館に

ご連絡ください。 
事務局    （仮称)宇都宮市図書館機能・サービス向上計画(素案)について，パブ

リックコメントの受付期間が３月１日から３月３１日までですので，委

員さんの意見についても同じ期間とします。 
佐々木会長  本日の協議会での意見と今後お寄せいただく意見を，会長として確認

し，図書館に提出することとします。 
麦倉委員   パブリックコメントの後，図書館協議会を開催するのか。 
事務局    ４月下旬か５月上旬に開催する予定です。 
佐々木会長  素案について，委員の皆さんからご意見があれば３月３１日までにい

ただくこと，本日の協議内容について概ね委員の皆さんの承認をいただ

いたということでよろしいですか。 
委員一同   （承認） 
佐々木会長  次に，⑵の「委員提案事項」に入ります。 

宇都宮市の図書館につきまして，ご意見がございましたら伺います。 
平野委員   図書の再利用について，図書館でのリサイクルコーナーの利用状況を

説明願います。 
事務局    図書館でのリサイクルコーナーには，図書館の除籍資料と市民からの  
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寄贈図書のうち図書館が蔵書とはしませんが本として十分に活用できる

ものを置いています。リサイクルコーナーの本は，市民の方にすべて利

用していただいています。 
小川(久)委員  アンケート調査の回答者は、３０代から５０代が多く１０代や２０代

が少ない。インターネットを使った調査も今後必要ではないか。１０代

や２０代の回答者の増加が期待できるし，結果も変わってくると思う。

また，満足度は９３.３％という高い評価であるが，「不満」，「やや不満」

という回答も貴重な意見であり，参考にしてほしい。 
新システム稼動の際，ハッカーの進入や個人情報の流失防止には，細

心の注意を払ってほしい。 
佐々木会長  これらの意見は，これからの図書館運営に反映していただきたい。 

次に，その他の「委員提案事項についての報告」ですが，第１回図書

館協議会における山田委員からの発言について，事務局から報告するも

のです。 
事務局    図書館資料購入費の確保については，図書館にとって重要なことと認

識しており，予算計上の際には十分配慮しております。 
次に，視聴覚機器の貸出については，全国的に視聴覚機器類を貸出し

ている図書館の例は見当たりませんし，本市におきましても機器類の貸

出の予定はございません。 
次に新着図書へのシール貼付については，市立図書館と東図書館では

一般書の新着図書に購入月を記入した赤丸のシールを貼っているほか，

必要と思われる図書には背ラベルの３段目に発行年を記入しています。

上河内図書館では平成 14 年から背ラベルに記入しておりますので，シス

テム更新後には，河内図書館もあわせて実施できるよう検討します。 
山田委員   新たに購入する図書に購入年月を表示することは，市民にとって判り

易く便利でありぜひ実施してほしい。 
佐々木会長  事務局は，このような要望を十分参考にしてください。 

         以上で，本日予定された案件はすべて終了いましたが，「その他」とし

て何かありますか。 
事務局    次回開催は，４月下旬もしくは５月上旬頃を予定しております。 
佐々木会長  長時間にわたりまして，熱心なご審議ありがとうございました。以上

で，平成１９年度第２回図書館協議会を閉会いたします。 
 
 


